
書式第8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年度 事業計画書

特定非営利活動法人CYC
1 事業実施の方針

当法人は初年度において、民間企業とのパートナーシップ・協業を積極的に推進し、「こどもの教育
を目的とする体験プログラムの企画、運営」の実施、及び『教育に関する情報提供、啓発事業」の準備
をしてまいります。
現在、子どもたちがスポーツ、自然体験、職業体験などの多様な学びに触れる機会には、地域差や家庭
の状況に起因する体験格差が存在しています.と りわけ、経済的な要因によって教育的な体験の機会を
得にくい子どもたちへの支援は、当法人が最も注力すべき課題の一つと捉えています。
こうした格差の是正を通じて、すべての子ども達が等しく学び・成長できる社会の実現を目指します。
そのために、初年度はスポーツスクールや単発イベントの開催を通じて民間企業との取り組み実績を積
み上げ、翌年度以降のより広範な取り組みへとつなげてまいります。
なお、民間企業と当法人の役割分担について、共同で事業を実施する場合は、民間企業に施設の確保

し  や集客を行っていただき、当法人では主にプログラムの企画、当日の運営を行うことを想定しておりま
す。また、共同でプログラムを開発する場合には、民間企業に専門性のあるプログラムをご準備いただ
き、当法人が未就学児から小学生等の受益対象者向けに設計をすることを想定しております.
また、併せて、以下の2点についても取り組むことで持続可能な活動基盤の構築を図ります。
・サービス提供モデルの構築
自治体や民間企業とのパートナーシップや協業により、民間企業 (営利企業)単独では提供が難しい
教育支援サービスを、子ども達やそのご家族に届ける仕組みを整備
・持続可能な組織運営、及び資金調達の仕組みづくり
安定的かつ継続的に活動を展開できる組織体制とファイナンスモデルを構築

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 И2∞】千円 )
足訳 に記願
された
事業名

事業内容 日時 場所
従手者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

亭業員
(千円)

こどもの教育
を目的とする
体験プログラ
ムの企画、運
営

…
能力や、コミュ

ニケーション能力、自己
肯定感等の非認知能力を
育むため、また、子ども
達に好きなスポーツを見
つけてもらう機会提供の
ため、1年間で7種目以上
のスポーツを実施するス
ポーツスクールを企画・
実施。

9月 か
ら12月
までの
各月1
回程度

]ミ]尺23区、
ならびに千
葉県や神奈
川県の主要
都市等が管
理する市民
体育館や、
民間が運営
するフット
サル場など

10人
禾就字
児～小学
生

30～ 60人
x4回

3,200

基礎運動能力の向上や、
協調性・創造性などの非
認知能力を育む機会を提
供するため、スポーツや
自然体験等の単発イベン
トを企画・実施。

9月 か
ら12月
までの
各月1
回

青少年教育
施設やア
ミューズメ
ントパーク
など

10ノ、

禾就字
児～小学
生、及び
その保護
者

30人x4回 1,0(X〕

教育に関する
情報提供、啓
発事業

子育てや教育に関する
テーマで講演会やワーク
ショップを通し、幼児期
の体験機会の重要性を伝
えるためのイベントを企
画・実施。
講師候補の選定、プログ
ラム内容の設計、集客
チャネルの整備を行う。

次年度
より実
施予定

禾就字
児～小学
生の保護
者、及び
対象学年
の指導者

0

V



書式第 8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

令和8年度 事業計画書

特定非営利活動法人CMC
l 事業実施の方針
令和8年度は、令和7年度に実施した「こどもの教育を目的とする体験プログラムの企画、運営」に

加え、「教育に関する情報提供、啓発事業」をより多くの子ども達、及びその保護者へ届けていくた
め、より多くの民間企業や、自治体とのパートナーシップ・協業を図ります。
初年度に引き続き、地域社会では子ども達が受けられるスポーツや自然体験、職業体験等の教育機会に
差が生じていると考えており、特に、経済的要因によるにおける教育格差を解消し、すべての子どもた
ちが平等に学びの機会を得られる環境を創造することを目指します。
そのために、民間企業や自治体とパートナーシップ・協業を図ることでプログラムの拡充や、より多く
の子ども達、及びその保護者に提供可能な場所を確保していきたいと考えております。
なお、民間企業と当法人の役割分担について、令和7年度と同様に、共同で事業を実施する場合は、民
間企業に施設の確保や集客を行っていただき、当法人では主にブログラムの企画、当日の運営を行うこ

っ  とを想定しております。また、共同でプログラムを開発する場合には、民間企業に専門性のあるプログ
ラムをご準備いただき、当法人が未就学児から小学生等の受益対象者向けに設計をすることを想定して
おります。
また、当法人では前年度に引き続き、社会全体の持続可能な発展に寄与するため、「サービス提供モデ
ルの構築」、及び『持続可能な組織運営、及び資金調達の仕組みづくり」に取り組んでまいります。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【16,∞0】 千円 )

V

足萩に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受蚕
対象者
範囲

受蚕
対象者
人数

亭栗買
(千
円)

こどもの教育
を目的とする
体験プログラ
ムの企画、運
営

基侵運動能力や、コミュ
ニケーション能力、自已
肯定感等の非認知能力を
育むため、また、子ども
達に好きなスポーツを見
つけてもらう機会提供の
ため、_1年間で7種日以上
のスポーツを実施するス
ポーツスクールを企画・
実施。

1月から
12月 まで
の各月1
回程度

栗原23区、
ならびに千
葉県や神奈
川県の主要
都市等が管
理する市民
体育館や、
民間が運営
するフット
サル場など
など

10人
禾就宇
児～小
学生

鉤～∞人
x12回

11 ∝Ю

藝 動能力の同上や、
協調性・創造性などの

'ト
提認知能力を育む機会

供するため、スポー
自然体験等の単発イ
トを企画・実施。

を
ツ
べ
や
ン

1月から
12月 まで
の各月1
回程度

青少年教育
施設やア
ミューズメ
ントパーク
など

10人
未就字
児～小
学生

30人x12
回

5,αЮ

教育に関する
情報提供、啓
発事業

子育てや教育に関
テーマで講演会や
ショップを通し、
の体験機会の重要
えるためのイベン
画 。実施。

する
ワーク
幼児期
性を伝
卜を企

四半期に
1回程度

月E万晟231区、
ならびに千
葉県や神奈
川県の主要
都市等が管
理する会議
室や文化
ホール、民
間の研修施
設など

5人

未就学
児～小
学生の
保護
者、及
び対象
学年の
指導者

30～ 60ノk 360



書式第 9号 (法第 10条・第25条関係 )

令和7年度 活動予算書 (その他事業が生い場合)
特定非営利活動法人CYC

設立・定款変更用

「ヽ 日 金  額 合計

経 常 収 益

l

正会員受取会彙

贅助会員受取会贅

50.000

0

2 受取■,職奎
受取寄附金

施設等受入評価益

3.000.000

30.000

3 曼取鮨成全等
受取補助金

2.000.000

2.000.000

4 0

こどもの教育を目的とする体験プログラムの企画.運営

教育に関する情01提供.薔発事業

O

O

O

5 そい 0収益
受取利息

0

経 5.080.000

B 経 常 費 用

1

(1)人件彙
綸科手当

役員報酬

退摯綸付費用

福利厚生贅

3.300.000

0

O

20.(X)0

2 380.000

会

“

贅

旅費交通費

施設等評価賣用

滅価償却費

印刷製本貴

広告宣伝貴

貫僣料

保険科

30.0(XD

40.000

30.000

0

30.(X)0

10.(κЮ

150.000

90.(X,0

2

(1 人

役員報酬

綸料手当

,日

…

付費用

撮利厚生■

(2)そ 0他饉費
消に品費

水道光熱費

洒僣運搬贅

地代家賃

旅費交通費

滅価慎却費

100.000

30.(Ю0

30.0()0

100.000

200.000

10().OOO

740.∞0
櫂 計 4.940.000

当 期 経 常 増 減 田 Al― 【B】 … C 140.000

iCI経 常 外 収 益

継

D 経 常 外 賣 目

固定資産売却■

災害晏失

過年度損益修正損

|

|

経 0

当 初 経 常 外 ,滅 頸 iC】 ― :Dl― ② O

税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 =曖 0+②
0

次 期 組 越 正 味 財 産 螢

]40.000

70.OOO

100.000

170.000

∩ |

1∞ .∞Ol
∞oЮ I

∞鰤

|

|

固定資産売却益

過年度晏益修正益 l          i
l     l

設立時正味財産顆 ・ ・⑤



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係)

令和8年度 活動予算書 (その他事業がム塾場合)
特定丼営利活動法人CYC

設立・定款変更用

ヽ_

単位 :円
科 目 金  額 小計 合計

:Al 経
1 50.000

正会員受取会賣

費助会員受取会費

50.000

0

12.3CЮ .(X,0

受取寄附金

施設等受入評価益

]2.000.000

300.000

6.O00.∞0
受取補助金 6.000.000

4

こともの教育を目的とする体験プログラムの企画.■営
教育に関する情報建供.啓発事業

O

O

O

O

受取利息

経 常 収 益 計 ]

〕

1 14.200.000

給料手当

役員報酬

退●,C付費用

福利厚生■

]3.000.000

0

0

〕.200.000

(2 そ 2.160.000

会●■

旅費交通■

施設尊評価■月

滅価償却員

印刷製本員

広告宣伝■

彙僣料

保険料

260.000

50D.000

300.000

0

100.000

200.000

600.000

200.∞0

1 人 360.000

役員報酬

綸ヽ手当

退職綸付費用

福利厚生彙

0

200.000

i00.000

60.000

(2)その地経費
消耗品費

水遺光無■

通信運搬員

池代家賃

旅費交通費

滅価償却費

5(X).000

100.000

60.000

1(X.000

100.000

200.OOO

経 17.780.000

当 初 経 常 増 減 額 :A ― 【B】
′
i) 570.000

【C 経 外

過年度損益修正益

経 0

0 経 常 外 費 用

固定資産売却

災書損失

過年度損益修正■

燿 0

当 期 経 常 外 増 滅 頷 iCI― 【D】 ② 0

税 引 前 当 期 工 味 財 産 増 澪 観 0つ -0

次 期 繰 越 正 味 財 産 瞑 0-

570.000

70.000

170.000

670.000

|

前鋼繰越正味財産額 .・ ・0




